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免係つて
　をいいで

念魎くる嫉
頭　被
に特保重
お別護度
い障者障
て害が害
考者入者
え手院加
て当し算
み等たを
まと場認
しの合定
よ関にし

　三　てび
取　　い福
扱被　ま祉
い保鳶手
　護　　当

象窪
　入　　過
　院　　措
　し　　置
　た　　分
　場　　）
　合　　に
　の　　な
　　　つ

りに当なののな人者
まよ一歳認受い』が
せり経　定給のの入
舷支過障をので特院
　給措害続有す別し
　が置児け無か需た
　停分福るに条要場
　止）祉こか　の合
　さに手とか特程に
　れっ当にわ別度お
　るい及なら障にい
　こてびり國害はて
　とは福ま　者変戦
　は入祉需加手化r
　あ院手　算当が本

6

8

9
10

両眼の視力の和が0．02以下のもの

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

両上肢のすべての指を欠くもの

両下肢の用を全く廃したもの

両大腿を2分の工以上失ったもの

体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と

同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって・その状態が前各号と同程

度以上と認められる程度のもの

蒲考　視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測

　定する。
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